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報告事項
(1)令和４年度取組の進捗状況報告

あふれる笑顔のまち村上

1 村上市DX推進本部会議 ● ● ● ● ● ●

2
自治体情報システムの標準
化・共通化(基幹システム)

● ●

3
マイナンバーカードを活用
したコンビニ交付サービス

●

4
行政手続きのオンライン化
(ぴったりサービス)

●

5
ＲＰＡ導入よるＤＸ化の検
証、試行(健康診断業務)

● ●

6 テレワークの推進 ● ● ●

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10          11        12         １ ２ ３

①4/27 ②6/10 ③8/1

2/15～サービス開始予定

8/1～サービス開始(担当課は、オンラインで手続きができる旨の広報をお願いします。)

環境整備 テスト稼働(総務課、
企画戦略課でテスト
運用)

現行システムとのフィット＆
ギャップ調査委託

RPA検証・導入準備

全職員で試行
(19件)

④10/31

全庁体制で推進

RPA・AIOCR稼働

⑤1/18 ⑥3月中旬予定
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7
デジタルデバイド対策
(高齢者スマホ教室)

●

8 オープンデータの活用推進 ●

9
全庁業務量調査・実行計画
策定

● ● ● ● ● ● ●

10 検討部会(３部会) ●● ●

11 キャッシュレス決済導入 ● ●

12 子育てアプリ導入 ●

13 ＡＩ議事録導入 ● ●

14 職員研修 ● ● ● ●● ●●

15
コミュニケーションツール
導入

●

16 地域ＤＸ
●

●

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10          11        12         １ ２ ３

CIO補佐官・デジタ
ル化推進室で導入

検討中

業務量調査説明会
での職員研修

8/1管理職員向け研修

11/30、12/2係長研修

検討部会員
向け研修

試行導入 6月～6件の利用あり 本格導入

説明会 集計・分析 結果データ納品 各課業務改革
プラン検討

検討部会開始研修

12月末現在、オープンデータ一覧、公共交通、避難場所、水利施設、介護サービス事業所を公開中

９/９村上(11名)・9/15朝日(7名)・10/14山北(4名)・11/10荒川(8名)・
11/24村上(8名)・12/2神林(3名)・12/9村上(2名) 合計42名

検討中

地域DX促進活動支援事業支援対象事業所 渡辺鉄工(株)

7/1～ ７月～12月末までの利用者 スケートパーク865件、一時預かり47件導入検討

2/13、17一般職研修(予定)

ヒアリング 計画案作成

公表市民アンケート

ガバメントピッチ
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議事

(1)村上市デジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)推進本部会議設置要綱の改正

①改正内容

・各課のＤＸを推進するため、令和５年４月１日から新たに「ＤＸ推進員」を各課1名以上配

置するもの。
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新 旧 備考

(会議)

第６条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

２ アドバイザーは、本部長の求めにより本部会議に出席する。

３ 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。

(ＤＸ推進員)

第７条 各所属におけるＤＸ施策を推進するため、各所属にＤＸ推進員１名以

上を置く。

２ ＤＸ推進員は、所属長が指名する。

３ ＤＸ推進員は、各所属におけるデジタル技術の利用促進の中心的役割を担

うとともに、デジタル技術活用能力を向上させるための助言・指導を行うも

のとする。

４ 前項の規定は、デジタル技術活用が円滑に行われることを目的とするもの

であって、ＤＸ推進員にデジタル技術における事務処理業務を専任させるも

のではない。

５ 所属長は、所属内でＤＸ推進員を支援する体制を維持しなければならない。

(部会の設置)

第８条 本部長は、第２条に規定する所掌事項を実施するに当たり、本部員が

推薦する者で構成する検討部会を設置することができる。

(庶務)

第９条 本部の庶務は、企画戦略課で行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部

長が別に定める。

(会議)

第６条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

２ アドバイザーは、本部長の求めにより本部会議に出席する。

３ 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。

(部会の設置)

第７条 本部長は、第２条に規定する所掌事項を実施するに当たり、本部員が

推薦する者で構成する検討部会を設置することができる。

(庶務)

第８条 本部の庶務は、企画戦略課で行う。

(その他)

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部

長が別に定める。

(新設)

(変更)

(変更)

(変更)

村上市デジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)推進本部設置要綱 新旧対照表

※設置要綱全文は、資料№２を参照ください。
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(2)村上市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進方針の改訂

①改訂内容

はじめに
１ 推進方針策定の背景と本市の課題

1.1 社会情勢
1.2 国の動向
1.3 本市の課題
1.4 本市の環境と課題俯瞰

２ 推進方針
2.1 本方針の位置付け
2.2本方針の期間・・・・・・・・・・・・・新設
2.3目指すべき姿
2.4基本方針・・・・・・・・・・・・・・・村上市の取組内容に合わせて改訂
2.5重点項目と取組事項・・・・・・・・・・村上市の取組内容に合わせて改訂
2.6推進体制・・・・・・・・・・・・・・・村上市の取組内容に合わせて改訂

３ スケジュール
3.1 国の自治体DX推進スケジュール
3.2村上市DX推進の全体スケジュール・・・ 村上市の取組内容に合わせて改訂

(参考)用語集
(参考)資料集

※推進方針全文は、資料№３を参照ください。

※市ホームページアンケートフォームによりパブリックコメント(2/1~2/21)実施後３月中旬に策定・公表予定です。

広報：市報むらかみ２月１日号、市ホームページ、市LINE

閲覧：本庁企画戦略課及び各支所地域振興課(総務管理室)
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(3)地域ＤＸの検討内容

・各課で地域ＤＸの取組内容を検討のうえ、地域ＤＸ検討シートを作成くださ
い。

※提出期限：令和５年３月17日(金)

※提出方法：Ｎドライブ⇒企画戦略課⇒ デジタル化推進室に提出用フォルダ
を作成しますので、期限までに入れてください。

・１案件ごとに１ファイルで保存すること

・ファイル名は「○○課○○室_取組名_地域DX検討シート」

とすること

・シート名は絶対に変えないこと

・シートの順番は絶対に変えないこと

注 意 事 項
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(4)村上市ＤＸ実行計画の策定スケジュール

①スケジュール

R4.11 12 R5.1 2 3 4 5 6

自治体DX版

地域ＤＸ版

各課
業務改善シート

作成

各課説
明

業務改
善シー
ト精査
・ヒア
リング

実
行
計
画
書

(案)
作
成

市民
アン
ケー
ト

計画策
定・公

表

・村上市ＤＸ実行計画は、「自治体ＤＸ版」と「地域ＤＸ版」の２部構成とします。

・令和５年３月に「自治体ＤＸ版」を策定、公表します。
・「地域ＤＸ版」については、具体的な取組内容を検討中のため、令和５年６月ごろに策定します。

・地域DX取組内容検討(各課)
・地域DX取組内容検討シート
作成

・地域DX検討
シート精査

・ヒアリング

実行計画
書(案)作

成

計画策
定・公

表
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(1)村上市ＤＸ一般職員研修を実施します

①対 象 管理職、係長以外の職員

②日 時 令和５年２月13日(月)午後(90分程度)

令和５年２月17日(金)午後(90分程度)

※内容は同じです。いずれかに参加ください。

③会 場 本庁４階大会議室

④参加方法 会場またはZoomで受講

⑤講 師 村上市ＤＸ ＣＩＯ補佐官 米山知宏 氏

その他


